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　　　　　　　　　　　　　　　本号で公布された条例のあらまし

◇国民健康保険事業費納付金の徴収に関する条例（条例第41号）
１　持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律による国民健康保険

法の一部改正に伴い、国民健康保険事業費納付金の徴収に関し必要な事項を定めることとした。
２　この条例は、平成30年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県事務処理特例条例及び愛知県教育委員会事務処理特例条例の一部を改正する条例（条例第42号）
１　老人福祉法に基づき老人居宅生活支援事業の開始の届出を受理する等の事務を東三河広域連合に移譲す

る等市町村等が処理することとする知事の権限に属する事務の追加等を行うこととした。
２　学校教育法に基づき市町村立専修学校の設置廃止及び目的の変更の認可をし、並びに認可をしない旨を

通知する等の事務を大府市に移譲する等市が処理することとする教育委員会の権限に属する事務の追加を
行うこととした。

３　この条例は、平成30年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（条例43号）
１　一定の一般職の非常勤職員について、その子が２歳に達する日まで育児休業をすることができる場合を

定めること等とした。
２　この条例は、公布の日から施行することとした。
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　 （ 介 護 納 付 金 賦 課 被 保 険 者 数 等 割 合 ）

第 十 三 条　 令 第 十 一 条 第 一 項 第 二 号 ロ の 介 護 納 付 金 賦 課 被 保 険 者 数 等 割 合 は 、 各 市 町 村 に つ き 、

当 該 市 町 村 に 係 る 同 条 第 五 項 第 一 号 に 掲 げ る 数 と す る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例 及 び 愛 知 県 教 育 委 員 会 事 務 処 理 特 例 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ

に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 九 年 十 二 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 四 十 二 号

　　　 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例 及 び 愛 知 県 教 育 委 員 会 事 務 処 理 特 例 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 （ 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例 （ 平 成 十 一 年 愛 知 県 条 例 第 五 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　　 別 表 第 二 の 二 の 項 中 「 及 び 飛 島 村 」 を 「 、 飛 島 村 及 び 東 栄 町 」 に 改 め る 。

　　 別 表 第 三 中 「 東 海 市 」 の 下 に 「 、 大 府 市 」 を 加 え る 。

　　 別 表 第 四 の 一 の 項 中 「 大 治 町 」 の 下 に 「 、 飛 島 村 」 を 加 え 、 同 表 の 三 の 項 中 「 豊 橋 市 」 を 「 名

古 屋 市 、 豊 橋 市 」 に 改 め 、 「 春 日 井 市 」 の 下 に 「 、 豊 川 市 」 を 、 「 北 名 古 屋 市 」 の 下 に 「 、 弥 富

市 」 を 、 「 大 治 町 」 の 下 に 「 、 飛 島 村 」 を 加 え る 。

　　 別 表 第 六 の 一 の 項 中 「 岩 倉 市 」 を 「 大 府 市 、 岩 倉 市 」 に 改 め 、 同 表 中 四 十 七 の 項 を 四 十 九 の

項 と し 、 三 十 の 項 か ら 四 十 六 の 項 ま で を 二 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 の 二 十 九 の 項 （ 一 ） 中 「 同 条

第 八 項 」 を 「 同 条 第 九 項 」 に 改 め 、 同 項 （ 二 ） 中 「 第 三 条 第 九 項 」 を 「 第 三 条 第 十 一 項 」 に 改

め 、 同 項 （ 七 ） 中 「 第 二 十 九 条 第 二 項 」 を 「 第 二 十 九 条 第 四 項 」 に 改 め 、 同 項 （ 九 ） 中 「 第 三

十 条 第 二 項 」 を 「 第 三 十 条 第 三 項 」 に 改 め 、 同 項 中 「 豊 橋 市 」 の 下 に 「 及 び 豊 田 市 」 を 加 え 、

同 項 を 同 表 の 三 十 一 の 項 と し 、 同 表 中 二 十 八 の 項 を 三 十 の 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の 一 項 を 加 え

る 。
二 十 九　 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」

と い う 。 ） 、 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 八 十 三

号 ） 附 則 第 百 三 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と

さ れ る 同 法 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 法 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 旧

法 」 と い う 。 ） 及 び 介 護 保 険 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 厚 生 省 令 第 三 十 六 号 。

以 下 こ の 項 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ） に 基 づ く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る

も の
（ 一 ）　 法 第 七 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 第 四 十 一 条 第 一 項 本 文 の 指 定 を

東 三 河 広 域 連

合
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　　 す る こ と 。

（ 二 ）　 法 第 七 十 条 第 六 項 （ 法 第 七 十 条 の 二 第 四 項 及 び 第 七 十 条 の 三 第 二

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 関 係 市 町 村 長 に 通 知

し 、 意 見 を 求 め る こ と 。

（ 三 ）　 法 第 七 十 条 第 七 項 （ 法 第 七 十 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 関 係 市 町 村 長 の 求 め に 応 じ る こ と 。

（ 四 ）　 法 第 七 十 条 第 八 項 （ 法 第 七 十 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 関 係 市 町 村 長 の 意 見 を 受 け る こ と 。

（ 五 ）　 法 第 七 十 条 第 九 項 （ 法 第 七 十 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 必 要 と 認 め る 条 件 を 付 す る こ と 。

（ 六 ）　 法 第 七 十 条 第 十 項 （ 法 第 七 十 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 市 町 村 長 の 求 め に 応 じ る こ と 。

（ 七 ）　 法 第 七 十 条 第 十 一 項 （ 法 第 七 十 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 必 要 と 認 め る 条 件 を 付 す る こ と 。

（ 八 ）　 法 第 七 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 第 四 十 一 条 第 一 項 本 文 の 指

定 の 更 新 を す る こ と 。

（ 九 ）　 法 第 七 十 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 第 四 十 一 条 第 一 項 本 文 の 指

定 の 変 更 を す る こ と 。

（ 十 ）　 法 第 七 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 別 段 の 申 出 を 受 理 す る

こ と 。

（ 十 一 ）　 法 第 七 十 二 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 別 段 の 申 出 を 受 理 す

る こ と 。

（ 十 二 ）　 法 第 七 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 事 業 所 の 名 称 等 の 変 更 又 は 事

業 の 再 開 の 届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 十 三 ）　 法 第 七 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 事 業 の 廃 止 又 は 休 止 の 届 出 を

受 理 す る こ と 。

（ 十 四 ）　 法 第 七 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 報 告 等 を 命 じ 、 出 頭 を 求 め 、

又 は 職 員 に 関 係 者 に 対 し て 質 問 さ せ 、 若 し く は 事 業 所 等 に 立 ち 入 り 、

設 備 等 を 検 査 さ せ る こ と 。

（ 十 五 ）　 法 第 七 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 措 置 を と る べ き こ と を 勧

告 す る こ と 。

（ 十 六 ）　 法 第 七 十 六 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 勧 告 に 従 わ な か っ た 旨 を

公 表 す る こ と 。

（ 十 七 ）　 法 第 七 十 六 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 勧 告 に 係 る 措 置 を と る べ

き こ と を 命 ず る こ と 。

（ 十 八 ）　 法 第 七 十 六 条 の 二 第 四 項 の 規 定 に よ り 命 令 を し た 旨 を 公 示 す る

こ と 。

（ 十 九 ）　 法 第 七 十 六 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 理 す る こ と 。

（ 二 十 ）　 法 第 七 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 第 四 十 一 条 第 一 項 本 文 の 指

定 を 取 り 消 し 、 又 は そ の 全 部 若 し く は 一 部 の 効 力 を 停 止 す る こ と 。

（ 二 十 一 ）　 法 第 七 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 理 す る こ と 。

（ 二 十 二 ）　 （ 一 ） 、 （ 十 三 ） 及 び （ 二 十 ） に 掲 げ る 事 務 に 伴 い 、 法 第 七 十

八 条 の 規 定 に よ り 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の 名 称 等 を 公 示 す る こ と 。

（ 二 十 三 ）　 法 第 八 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号
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　　 の 指 定 を す る こ と 。

（ 二 十 四 ）　 法 第 八 十 六 条 第 三 項 （ 法 第 八 十 六 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 関 係 市 町 村 長 に 通 知 し 、 意 見 を 求 め

る こ と 。

（ 二 十 五 ）　 法 第 八 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第

一 号 の 指 定 の 更 新 を す る こ と 。

（ 二 十 六 ）　 法 第 八 十 九 条 の 規 定 に よ り 開 設 者 の 住 所 等 の 変 更 の 届 出 を 受

理 す る こ と 。

（ 二 十 七 ）　 法 第 九 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 報 告 等 を 命 じ 、 出 頭 を 求 め 、

又 は 職 員 に 関 係 者 に 対 し て 質 問 さ せ 、 若 し く は 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設

等 に 立 ち 入 り 、 設 備 等 を 検 査 さ せ る こ と 。

（ 二 十 八 ）　 法 第 九 十 一 条 の 規 定 に よ り 指 定 の 辞 退 を 受 け る こ と 。

（ 二 十 九 ）　 法 第 九 十 一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 措 置 を と る べ き こ と を

勧 告 す る こ と 。

（ 三 十 ）　 法 第 九 十 一 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 勧 告 に 従 わ な か っ た 旨 を

公 表 す る こ と 。

（ 三 十 一 ）　 法 第 九 十 一 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 勧 告 に 係 る 措 置 を と る

べ き こ と を 命 ず る こ と 。

（ 三 十 二 ）　 法 第 九 十 一 条 の 二 第 四 項 の 規 定 に よ り 命 令 を し た 旨 を 公 示 す

る こ と 。

（ 三 十 三 ）　 法 第 九 十 一 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 理 す る こ と 。

（ 三 十 四 ）　 法 第 九 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号

の 指 定 を 取 り 消 し 、 又 は そ の 全 部 若 し く は 一 部 の 効 力 を 停 止 す る こ

と 。

（ 三 十 五 ）　 法 第 九 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 理 す る こ と 。

（ 三 十 六 ）　 （ 二 十 三 ） 、 （ 二 十 八 ） 及 び （ 三 十 四 ） に 掲 げ る 事 務 に 伴 い 、

法 第 九 十 三 条 の 規 定 に よ り 開 設 者 の 名 称 等 を 公 示 す る こ と 。

（ 三 十 七 ）　 法 第 九 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 開 設 の 許 可 を す る こ と 。

（ 三 十 八 ）　 法 第 九 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 入 所 定 員 等 の 変 更 の 許 可 を

す る こ と 。

（ 三 十 九 ）　 法 第 九 十 四 条 第 六 項 （ 法 第 九 十 四 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 関 係 市 町 村 長 に 通 知 し 、 意 見 を 求 め

る こ と 。

（ 四 十 ）　 法 第 九 十 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 開 設 の 許 可 の 更 新 を す る

こ と 。

（ 四 十 一 ）　 法 第 九 十 五 条 各 項 の 規 定 に よ り 介 護 老 人 保 健 施 設 を 管 理 さ せ

る 医 師 等 の 承 認 を す る こ と 。

（ 四 十 二 ）　 法 第 九 十 八 条 第 一 項 第 四 号 の 規 定 に よ り 広 告 の 許 可 を す る こ

と 。

（ 四 十 三 ）　 法 第 九 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 介 護 老 人 保 健 施 設 の 開 設 者

の 住 所 等 の 変 更 又 は 再 開 の 届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 四 十 四 ）　 法 第 九 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 介 護 老 人 保 健 施 設 の 廃 止 又

は 休 止 の 届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 四 十 五 ）　 法 第 百 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 報 告 等 を 命 じ 、 出 頭 を 求 め 、 又
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　　 は 職 員 に 介 護 老 人 保 健 施 設 の 開 設 者 等 に 対 し て 質 問 さ せ 、 若 し く は 介

護 老 人 保 健 施 設 等 に 立 ち 入 り 、 設 備 等 を 検 査 さ せ る こ と 。

（ 四 十 六 ）　 法 第 百 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 理 す る こ と 。

（ 四 十 七 ）　 法 第 百 一 条 の 規 定 に よ り 介 護 老 人 保 健 施 設 の 全 部 若 し く は 一

部 の 使 用 を 制 限 し 、 若 し く は 禁 止 し 、 又 は 修 繕 等 を 命 ず る こ と 。

（ 四 十 八 ）　 法 第 百 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 管 理 者 の 変 更 を 命 ず る こ と 。

（ 四 十 九 ）　 法 第 百 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 措 置 を と る べ き こ と を 勧 告 す

る こ と 。

（ 五 十 ）　 法 第 百 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 勧 告 に 従 わ な か っ た 旨 を 公 表 す

る こ と 。

（ 五 十 一 ）　 法 第 百 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 勧 告 に 係 る 措 置 を と る べ き こ

と 又 は 業 務 の 停 止 を 命 ず る こ と 。

（ 五 十 二 ）　 法 第 百 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 命 令 を し た 旨 を 公 示 す る こ

と 。

（ 五 十 三 ）　 法 第 百 三 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 理 す る こ と 。

（ 五 十 四 ）　 法 第 百 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 第 九 十 四 条 第 一 項 の 許 可 を

取 り 消 し 、 又 は そ の 全 部 若 し く は 一 部 の 効 力 を 停 止 す る こ と 。

（ 五 十 五 ）　 法 第 百 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 理 す る こ と 。

（ 五 十 六 ）　 （ 三 十 七 ） 、 （ 四 十 四 ） 及 び （ 五 十 四 ） に 掲 げ る 事 務 に 伴 い 、

法 第 百 四 条 の 二 の 規 定 に よ り 開 設 者 の 名 称 等 を 公 示 す る こ と 。

（ 五 十 七 ）　 法 第 百 五 条 に お い て 準 用 す る 医 療 法 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ

り 開 設 者 の 死 亡 等 の 届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 五 十 八 ）　 法 第 百 五 条 に お い て 準 用 す る 医 療 法 第 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に

よ り エ ッ ク ス 線 装 置 を 備 え た と き 等 の 届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 五 十 九 ）　 法 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 開 設 の 許 可 を す る こ と 。

（ 六 十 ）　 法 第 百 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 入 所 定 員 等 の 変 更 の 許 可 を す る

こ と 。

（ 六 十 一 ）　 法 第 百 七 条 第 六 項 （ 法 第 百 八 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 関 係 市 町 村 長 に 通 知 し 、 意 見 を 求 め る こ と 。

（ 六 十 二 ）　 法 第 百 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 開 設 の 許 可 の 更 新 を す る こ

と 。

（ 六 十 三 ）　 法 第 百 九 条 各 項 の 規 定 に よ り 介 護 医 療 院 を 管 理 さ せ る 医 師 等

の 承 認 を す る こ と 。

（ 六 十 四 ）　 法 第 百 十 二 条 第 一 項 第 四 号 の 規 定 に よ り 広 告 の 許 可 を す る こ

と 。

（ 六 十 五 ）　 法 第 百 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 介 護 医 療 院 の 開 設 者 の 住 所

等 の 変 更 又 は 再 開 の 届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 六 十 六 ）　 法 第 百 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 介 護 医 療 院 の 廃 止 又 は 休 止

の 届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 六 十 七 ）　 法 第 百 十 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 報 告 等 を 命 じ 、 出 頭 を

求 め 、 又 は 職 員 に 介 護 医 療 院 の 開 設 者 等 に 対 し て 質 問 さ せ 、 若 し く は　　

介 護 医 療 院 等 に 立 ち 入 り 、 設 備 等 を 検 査 さ せ る こ と 。

（ 六 十 八 ）　 法 第 百 十 四 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 理 す る こ と 。

（ 六 十 九 ）　 法 第 百 十 四 条 の 三 の 規 定 に よ り 介 護 医 療 院 の 全 部 若 し く は 一
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　　 部 の 使 用 を 制 限 し 、 若 し く は 禁 止 し 、 又 は 修 繕 等 を 命 ず る こ と 。

（ 七 十 ）　 法 第 百 十 四 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ り 管 理 者 の 変 更 を 命 ず る こ

と 。

（ 七 十 一 ）　 法 第 百 十 四 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 措 置 を と る べ き こ と を

勧 告 す る こ と 。

（ 七 十 二 ）　 法 第 百 十 四 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ り 勧 告 に 従 わ な か っ た 旨

を 公 表 す る こ と 。

（ 七 十 三 ）　 法 第 百 十 四 条 の 五 第 三 項 の 規 定 に よ り 勧 告 に 係 る 措 置 を と る

べ き こ と 又 は 業 務 の 停 止 を 命 ず る こ と 。

（ 七 十 四 ）　 法 第 百 十 四 条 の 五 第 四 項 の 規 定 に よ り 命 令 を し た 旨 を 公 示 す

る こ と 。

（ 七 十 五 ）　 法 第 百 十 四 条 の 五 第 五 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 理 す る こ と 。

（ 七 十 六 ）　 法 第 百 十 四 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 第 百 七 条 第 一 項 の 許

可 を 取 り 消 し 、 又 は そ の 全 部 若 し く は 一 部 の 効 力 を 停 止 す る こ と 。

（ 七 十 七 ）　 法 第 百 十 四 条 の 六 第 二 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 理 す る こ と 。

（ 七 十 八 ）　 （ 五 十 九 ） 、 （ 六 十 六 ） 及 び （ 七 十 六 ） に 掲 げ る 事 務 に 伴 い 、

法 第 百 十 四 条 の 七 の 規 定 に よ り 開 設 者 の 名 称 等 を 公 示 す る こ と 。

（ 七 十 九 ）　 法 第 百 十 四 条 の 八 に お い て 準 用 す る 医 療 法 第 九 条 第 二 項 の 規

定 に よ り 開 設 者 の 死 亡 等 の 届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 八 十 ）　 法 第 百 十 四 条 の 八 に お い て 準 用 す る 医 療 法 第 十 五 条 第 三 項 の 規

定 に よ り エ ッ ク ス 線 装 置 を 備 え た と き 等 の 届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 八 十 一 ）　 法 第 百 十 五 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 第 五 十 三 条 第 一 項 本

文 の 指 定 を す る こ と 。

（ 八 十 二 ）　 法 第 百 十 五 条 の 二 第 四 項 （ 法 第 百 十 五 条 の 十 一 に お い て 準 用

す る 法 第 七 十 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に

　　 よ り 関 係 市 町 村 長 の 求 め に 応 じ る こ と 。

（ 八 十 三 ）　 法 第 百 十 五 条 の 二 第 五 項 （ 法 第 百 十 五 条 の 十 一 に お い て 準 用

す る 法 第 七 十 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に

よ り 関 係 市 町 村 長 の 意 見 を 受 け る こ と 。

（ 八 十 四 ）　 法 第 百 十 五 条 の 二 第 六 項 （ 法 第 百 十 五 条 の 十 一 に お い て 準 用

す る 法 第 七 十 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に

よ り 必 要 と 認 め る 条 件 を 付 す る こ と 。

（ 八 十 五 ）　 法 第 百 十 五 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 事 業 所 の 名 称 等 の 変 更

又 は 事 業 の 再 開 の 届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 八 十 六 ）　 法 第 百 十 五 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ り 事 業 の 廃 止 又 は 休 止 の　　

届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 八 十 七 ）　 法 第 百 十 五 条 の 七 第 一 項 の 規 定 に よ り 報 告 等 を 命 じ 、 出 頭 を

求 め 、 又 は 職 員 に 関 係 者 に 対 し て 質 問 さ せ 、 若 し く は 事 業 所 等 に 立 ち

入 り 、 設 備 等 を 検 査 さ せ る こ と 。

（ 八 十 八 ）　 法 第 百 十 五 条 の 八 第 一 項 の 規 定 に よ り 措 置 を と る べ き こ と を

勧 告 す る こ と 。

（ 八 十 九 ）　 法 第 百 十 五 条 の 八 第 二 項 の 規 定 に よ り 勧 告 に 従 わ な か っ た 旨

を 公 表 す る こ と 。

（ 九 十 ）　 法 第 百 十 五 条 の 八 第 三 項 の 規 定 に よ り 勧 告 に 係 る 措 置 を と る べ



平成29年12月22日　　　　　金曜日　　　　愛  知  県  公  報

-10-

第3444号

　　 き こ と を 命 ず る こ と 。

（ 九 十 一 ）　 法 第 百 十 五 条 の 八 第 四 項 の 規 定 に よ り 命 令 を し た 旨 を 公 示 す

る こ と 。

（ 九 十 二 ）　 法 第 百 十 五 条 の 八 第 五 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 理 す る こ と 。

（ 九 十 三 ）　 法 第 百 十 五 条 の 九 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 第 五 十 三 条 第 一 項 本

文 の 指 定 を 取 り 消 し 、 又 は そ の 全 部 若 し く は 一 部 の 効 力 を 停 止 す る こ

と 。

（ 九 十 四 ）　 法 第 百 十 五 条 の 九 第 二 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 理 す る こ と 。

（ 九 十 五 ）　 （ 八 十 一 ） 、 （ 八 十 六 ） 及 び （ 九 十 三 ） に 掲 げ る 事 務 に 伴 い 、

法 第 百 十 五 条 の 十 の 規 定 に よ り 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 の 名 称

等 を 公 示 す る こ と 。

（ 九 十 六 ）　 法 第 百 十 五 条 の 十 一 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 条 の 二 第 一 項

の 規 定 に よ り 法 第 五 十 三 条 第 一 項 本 文 の 指 定 の 更 新 を す る こ と 。

（ 九 十 七 ）　 法 第 百 十 五 条 の 十 一 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 一 条 第 一 項 た

だ し 書 の 規 定 に よ り 別 段 の 申 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 九 十 八 ）　 法 第 百 十 五 条 の 十 一 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 二 条 第 一 項 た

だ し 書 の 規 定 に よ り 別 段 の 申 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 九 十 九 ）　 旧 法 第 七 十 二 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 別 段 の 申 出 を 受

理 す る こ と 。

（ 百 ）　 旧 法 第 百 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 旧 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 三

号 の 指 定 の 更 新 を す る こ と 。

（ 百 一 ）　 旧 法 第 百 七 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 旧 法 第 百 七 条 第 五 項

の 規 定 に よ り 関 係 市 町 村 長 に 通 知 し 、 意 見 を 求 め る こ と 。

（ 百 二 ）　 旧 法 第 百 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 旧 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 三 号

の 指 定 の 変 更 を す る こ と 。

（ 百 三 ）　 旧 法 第 百 十 一 条 の 規 定 に よ り 開 設 者 の 住 所 等 の 変 更 の 届 出 を 受

理 す る こ と 。

（ 百 四 ）　 旧 法 第 百 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 報 告 等 を 命 じ 、 出 頭 を 求 め 、

又 は 職 員 に 関 係 者 に 対 し て 質 問 さ せ 、 若 し く は 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施

設 等 に 立 ち 入 り 、 設 備 等 を 検 査 さ せ る こ と 。

（ 百 五 ）　 旧 法 第 百 十 三 条 の 規 定 に よ り 指 定 の 辞 退 を 受 け る こ と 。

（ 百 六 ）　 旧 法 第 百 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 措 置 を と る べ き こ と を

勧 告 す る こ と 。

（ 百 七 ）　 旧 法 第 百 十 三 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 勧 告 に 従 わ な か っ た 旨

を 公 表 す る こ と 。

（ 百 八 ）　 旧 法 第 百 十 三 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 勧 告 に 係 る 措 置 を と る

べ き こ と を 命 ず る こ と 。

（ 百 九 ）　 旧 法 第 百 十 三 条 の 二 第 四 項 の 規 定 に よ り 命 令 を し た 旨 を 公 示 す

る こ と 。

（ 百 十 ）　 旧 法 第 百 十 三 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 理 す る こ と 。

（ 百 十 一 ）　 旧 法 第 百 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 旧 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第

三 号 の 指 定 を 取 り 消 し 、 又 は そ の 全 部 若 し く は 一 部 の 効 力 を 停 止 す る

こ と 。

（ 百 十 二 ）　 旧 法 第 百 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 理 す る こ と 。
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（ 百 十 三 ）　 （ 百 五 ） 及 び （ 百 十 一 ） に 掲 げ る 事 務 に 伴 い 、 旧 法 第 百 十 五

条 の 規 定 に よ り 開 設 者 の 名 称 等 を 公 示 す る こ と 。

（ 百 十 四 ）　 省 令 第 十 七 条 の 六 第 三 号 の 規 定 に よ り 入 居 者 で あ る 要 介 護 者

と 同 居 さ せ る こ と が 必 要 で あ る と 認 め る こ と 。

　　 別 表 第 六 中 二 十 七 の 項 を 二 十 八 の 項 と し 、 二 十 二 の 項 か ら 二 十 六 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下

げ 、 二 十 一 の 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

二 十 二　 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 。 以 下 こ の 項 に お い て

「 法 」 と い う 。 ） に 基 づ く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の

（ 一 ）　 法 第 十 四 条 の 規 定 に よ り 老 人 居 宅 生 活 支 援 事 業 の 開 始 の 届 出 を 受

理 す る こ と 。

（ 二 ）　 法 第 十 四 条 の 二 の 規 定 に よ り 老 人 居 宅 生 活 支 援 事 業 の 変 更 の 届 出

を 受 理 す る こ と 。

（ 三 ）　 法 第 十 四 条 の 三 の 規 定 に よ り 老 人 居 宅 生 活 支 援 事 業 の 廃 止 又 は 休

止 の 届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 四 ）　 法 第 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 等 の 設

置 の 届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 五 ）　 法 第 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 養 護 老 人 ホ ー ム 等 の 設 置 の 届 出 を

受 理 す る こ と 。

（ 六 ）　 法 第 十 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 養 護 老 人 ホ ー ム 等 の 設 置 の 認 可 を

す る こ と 。

（ 七 ）　 法 第 十 五 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 等

の 変 更 の 届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 八 ）　 法 第 十 五 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 養 護 老 人 ホ ー ム 等 の 変 更 の 届

出 を 受 理 す る こ と 。

（ 九 ）　 法 第 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 等 の 廃

止 又 は 休 止 の 届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 十 ）　 法 第 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 養 護 老 人 ホ ー ム 等 の 廃 止 、 休 止 若

し く は 入 所 定 員 の 減 少 又 は 入 所 定 員 の 増 加 の 届 出 を 受 理 す る こ と 。

（ 十 一 ）　 法 第 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 養 護 老 人 ホ ー ム 等 の 廃 止 、 休 止

若 し く は 入 所 定 員 の 減 少 の 時 期 又 は 入 所 定 員 の 増 加 の 認 可 を す る こ

と 。

（ 十 二 ）　 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 必 要 と 認 め る 事 項 の 報 告 を 求

め 、 又 は 職 員 に 関 係 者 に 対 し て 質 問 さ せ 、 若 し く は 事 務 所 等 に 立 ち 入

り 、 設 備 等 を 検 査 さ せ る こ と 。

（ 十 三 ）　 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 必 要 と 認 め る 事 項 の 報 告 を 求

め 、 又 は 職 員 に 関 係 者 に 対 し て 質 問 さ せ 、 若 し く は 施 設 に 立 ち 入 り 、

設 備 等 を 検 査 さ せ る こ と 。

（ 十 四 ）　 法 第 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 必 要 な 措 置 を 採 る べ き こ と

を 命 ず る こ と 。

（ 十 五 ）　 法 第 十 八 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 事 業 の 制 限 又 は 停 止 を 命 ず

る こ と 。

（ 十 六 ）　 法 第 十 八 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 愛 知 県 社 会 福 祉 審 議 会 の 意

見 を 聴 く こ と 。

東 三 河 広 域 連

合
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（ 十 七 ）　 法 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 施 設 の 設 備 若 し く は 運 営 の 改 善

　　 若 し く は 事 業 の 停 止 若 し く は 廃 止 を 命 じ 、 又 は 認 可 を 取 り 消 す こ と 。

（ 十 八 ）　 法 第 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 愛 知 県 社 会 福 祉 審 議 会 の 意 見 を

聞 く こ と 。

　　 別 表 第 九 の 二 十 一 の 項 （ 十 二 ） 中 「 建 ぺ い 率 」 を 「 建 蔽 率 」 に 改 め 、 同 項 （ 十 五 ） 中 「 国 が 」

を 「 国 又 は 都 道 府 県 等 が 」 に 、 「 と 協 議 」 を 「 又 は 都 道 府 県 等 と 協 議 」 に 改 め 、 同 表 の 二 十 九 の

項 中 「 東 海 市 」 の 下 に 「 、 大 府 市 」 を 加 え る 。

　 （ 愛 知 県 教 育 委 員 会 事 務 処 理 特 例 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 愛 知 県 教 育 委 員 会 事 務 処 理 特 例 条 例 （ 平 成 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

　　 別 表 一 の 項 中 「 稲 沢 市 」 の 下 に 「 、 大 府 市 」 を 加 え る 。

　　 別 表 八 の 項 中 「 及 び 岩 倉 市 」 を 「 、 半 田 市 、 岩 倉 市 及 び 日 進 市 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 九 年 十 二 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 四 十 三 号

　　　 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 愛 知 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 第 四 号 イ ⑵ 中 「 に お い て 」 を 「 及 び 第 二 条 の 四 に お い て 」 に 、 「 ま で 」 を 「 （ 同 条 の 規 定

に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 、 二 歳 に 達 す る 日 ） ま で 」 に 改 め る 。

　 第 二 条 の 三 第 二 号 中 「 こ の 条 」 の 下 に 「 及 び 次 条 第 一 号 」 を 加 え る 。

　 第 二 条 の 四 を 第 二 条 の 五 と し 、 第 二 条 の 三 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 場 合 ）

第 二 条 の 四　 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 場 合 は 、 一 歳 六 か 月 か ら 二 歳 に 達 す る ま で

の 子 を 養 育 す る た め 、 非 常 勤 職 員 が 当 該 子 の 一 歳 六 か 月 到 達 日 の 翌 日 （ 当 該 子 の 一 歳 六 か 月 到

達 日 後 の 期 間 に お い て こ の 条 の 規 定 に 該 当 し て そ の 任 期 の 末 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と す る

育 児 休 業 を し て い る 非 常 勤 職 員 で あ っ て 、 当 該 任 期 が 更 新 さ れ 、 又 は 当 該 任 期 の 満 了 後 に 特 定

職 に 引 き 続 き 採 用 さ れ る も の に あ っ て は 、 当 該 任 期 の 末 日 の 翌 日 又 は 当 該 引 き 続 き 採 用 さ れ る

日 ） を 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し よ う と す る 場 合 で あ っ て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

場 合 の い ず れ に も 該 当 す る と き と す る 。

　 一　 当 該 子 に つ い て 、 当 該 非 常 勤 職 員 が 当 該 子 の 一 歳 六 か 月 到 達 日 に お い て 育 児 休 業 を し て い


